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(57)【要約】
【課題】定格以内の所定電力以下で、体内観察装置に電
力を供給可能となる所定の範囲内に存在する場合にのみ
、無線で電力供給を行う無線給電システムを提供する。
【解決手段】体外に配置され、体内に導入されるカプセ
ル内視鏡２に対して送電コイル２３により無線で給電す
る給電装置３は、カプセル内視鏡２の位置を検出する位
置検出部２４を備え、この位置検出部２４は、定格以内
の所定の電力にて、カプセル内視鏡２を動作させる電力
を供給可能な所定の範囲内に存在するか否かを検出し、
所定の範囲内に存在する場合のみ、電力の供給を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体内に導入される体内観察装置と、
　体外に配置され、前記体内観察装置に対して前記体内観察装置を動作させる電力を無線
で供給する給電装置と、
　前記体内観察装置の位置を検出する検出手段と、
　を具備し、
　前記給電装置は、前記体内観察装置が前記給電装置による少なくとも定格以内の所定電
力以下で、前記体内観察装置に前記電力の供給可能な所定の範囲内に存在する場合にのみ
前記電力の供給を行う制御手段を有することを特徴とする無線給電システム。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記体内観察装置が前記所定の範囲内に存在するときには、前記給電
装置から供給する電力の大きさを制御することを特徴とする請求項１に記載の無線給電シ
ステム。
【請求項３】
　さらに、前記体内観察装置が前記所定の範囲内に存在するときには、前記給電装置によ
り無線で給電するための交流磁界又は前記送電アンテナに流れる電流を測定する測定手段
を有し、
　前記制御手段は、前記交流磁界及又は前記送電アンテナに流れる電流が一定値以上の値
に達したときには、前記給電装置による無線の給電を停止させることを特徴とする請求項
１又は２に記載の無線給電システム。
【請求項４】
　前記体内観察装置は、前記給電装置により無線で給電するための交流磁界又は送電アン
テナからの電磁波を無線で受信することにより、前記体内観察装置を動作させる電力を生
成する電力生成手段を有し、
　前記電力生成手段は、前記電力が前記体内観察装置を動作させるために必要な所定の電
力量以上の状態であるか否かをモニタするモニタ手段を有することを特徴とする請求項１
から３のいずれか１つの請求項に記載の無線給電システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体内観察装置に対して無線で電力供給を行う無線給電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　口腔から飲み込むことにより、体内に挿入される体内観察装置としてのカプセル内視鏡
（以下、単にカプセルと略記）が実用化されている。　
　また、体腔内のカプセルに対して、無線で給電（送電）を行う給電装置を備えた無線給
電システムがある。　
　例えば特開２００４－３２８９４１号公報の従来例には、カプセル（としてのピル）が
給電装置（レシーバ）から給電用信号を受信した信号レベルから給電される電力のレベル
を判定し、レベル判定信号として給電装置に送信することにより、給電装置の給電レベル
判定回路は、給電レベルを検出することを開示している。そして、最も効率的に給電可能
な給電用アンテナ（又は送電用アンテナ）を選択する。　
　また、給電レベルの判定結果に応じて、給電用信号を増幅して給電用電波を送出する。
例えば判定結果が小さい場合には、所定の判定結果に達するように給電装置内の増幅回路
の増幅率を上げて、給電電力（送電電力）を大きくする。
【特許文献１】特開２００４－３２８９４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　しかしながら、上記従来例においては、カプセルが給電装置による送電電力を適正に受
電できる範囲内に無い場合には、給電装置が送電電力を大きくしても、カプセルにより受
電される受電電力が増加しないため、送電用アンテナに供給する電力が際限なく大きくな
る。その結果、体外装置による消費電力が異常に増加し、電力が無駄に消費されてしまう
。また、送電用アンテナに異常に高い電圧が発生してしまう可能性がある。　
　このため、カプセル等の体内観察装置が、通常の使用条件下（少なくとも定格電力以内
の条件下）で、電力の供給が可能（つまり給電が可能）な所定の範囲内に存在する場合の
み電力供給を行うことができるようにすることが望まれる。　
　本発明は上述した点に鑑みてなされたもので、定格以内の所定電力以下で、体内観察装
置に電力を供給可能となる所定の範囲内に存在する場合にのみ、無線で電力供給を行う無
線給電システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の無線給電システムは、体内に導入される体内観察装置と、
　体外に配置され、前記体内観察装置に対して前記体内観察装置を動作させる電力を無線
で供給する給電装置と、
　前記体内観察装置の位置を検出する検出手段と、
　を具備し、
　前記給電装置は、前記体内観察装置が前記給電装置による少なくとも定格以内の所定電
力以下で、前記体内観察装置に前記電力の供給可能な所定の範囲内に存在する場合にのみ
前記電力の供給を行う制御手段を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、定格以内の所定電力以下で、体内観察装置に電力を供給可能となる所
定の範囲内に存在する場合にのみ、無線で電力供給を行うことができる。従って、無駄な
電力の消費がない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。　
（第１の実施形態）
　図１から図５は本発明の第１の実施形態に係り、図１は本発明の第１の実施形態の無線
給電システムの全体構成を示し、図２は第１の実施形態の無線給電システムを備えた無線
情報取得システムの構成を使用例で示し、図３は体内観察装置としてのカプセル内視鏡の
構成を示し、図４は体内位置検出部による検出範囲を示し、図５は第１の実施形態による
動作のフローチャートを示す。　
　図１に示すように、本発明の第１の実施形態の無線給電システム１は、体内を観察する
体内観察装置として、例えば体内を光学的に観察する機能を備えたカプセル内視鏡２と、
このカプセル内視鏡２に対して、体内観察する動作をさせる電力を無線で供給する給電装
置３と、カプセル内視鏡２から送信される送信信号を受信する受信装置４とを有する。　
　なお、体外に配置される給電装置３から、体内に導入される体内観察装置としてのカプ
セル内視鏡２に無線で動作用の電力を供給する無線給電手段としては、交流磁界を発生さ
せるものでも良いし、電波（電磁波とも言う）を発生させるものでも良い。
【０００７】
　また、カプセル内視鏡２は、給電装置３から無線で供給される交流磁界又は電波（電磁
波）から効率良く交流起電力を発生する受電手段が用いられる。　
　カプセル内視鏡２は、例えば図２に示すようにベッド５に横たわる患者６の体腔内を光
学的に検査するために用いられる。そのために、患者６は、このカプセル内視鏡２を口腔
から飲み込むことにより、カプセル内視鏡２が体内に導入される。　
　このカプセル内視鏡２は、患者６が飲み込み易いように、図３に示すようにカプセル形
状である。　
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　具体的には、このカプセル内視鏡２は、両端が閉塞された円筒形状の外装容器７を有し
、その一方の端面側は半球形状の透明部材８で覆われている。　
　この透明部材８の内側には、照明手段としての例えば複数のＬＥＤ９、９と、対物光学
系１０及びその結像位置に配置された撮像素子としてのＣＣＤ１１とが収納されている。
なお、対物光学系１０及びＣＣＤ１１とにより、図１に示す撮像部１２が形成される。
【０００８】
　また、この外装容器７内には、給電装置３により無線で電力を供給するために無線給電
手段により発生される交流磁界（又は高周波磁界）を、無線で受信する受電手段としての
受電コイル（又は受電アンテナ）１３と、この受電コイル１３に誘起される交流電力（又
は高周波電力）から直流電力を生成する電力生成回路１４と設けられている。　
　また、ＣＣＤ１１により撮像された撮像信号は、送信回路１５により変調して送信信号
に変換され、送信コイル（又は送信アンテナ）１６から送信される。　
　上記電力生成回路１４は、生成した直流電力を、ＬＥＤ９，撮像部１２，送信回路１５
に供給し、供給された直流電力は、それらを駆動する動作電源となる。
【０００９】
　また、本実施形態におけるカプセル内視鏡２は、このカプセル内視鏡２が無電源の状態
において、その位置の検出を行えるように例えば磁石１９を内蔵している。　
　図１に示すように給電装置３は、電源（回路）２１と、この電源２１から供給される直
流電力により交流駆動電力（交流電流）を発生する駆動回路２２と、この駆動回路２２か
ら供給される交流電流が流れることにより、交流磁界を発生する送電コイル（又は送電ア
ンテナ）２３と、体内観察装置としてのカプセル内視鏡２の位置を検出するための体内観
察装置位置検出部としてのカプセル内視鏡位置検出部（以下、単に位置検出部と略記）２
４とからなる。
【００１０】
　電源２１から供給される直流電力により動作するこの位置検出部２４は、カプセル内視
鏡２を検出した位置が所定の範囲内に存在するか否かを判定し、その判定結果により駆動
回路２２による送電コイル２３への電力供給を制御する。
【００１１】
　つまり、この位置検出部２４は、位置検出手段の機能の他に、その位置検出結果に基づ
いて駆動回路２２の給電動作を制御する制御手段の機能を備えている。　
　図２は、無線給電システム１における給電装置３等の構成例を示す。この給電装置３は
、図１の電源２１と、駆動回路２２と位置検出部２４における一部（つまりセンサ出力か
ら位置検出を行うと共に、検出された位置が所定の範囲内か否かの判定と、その判定結果
により駆動回路２２を制御する回路）を内蔵した給電装置本体２５を有する。　
　この給電装置本体２５の出力端に接続された給電ライン２６は、例えばベッド５の両側
に対向するように配置された１対の送電コイル２３、２３に接続される。そして、この給
電ライン２６を介して１対の送電コイル２３、２３には、交流電力が供給され、両送電コ
イル２３，２３の間に交流磁界を発生する。　
　対向するように配置された対の送電コイル２３，２３のサイズは、カプセル内視鏡２に
より患者６の体腔内を観察しようとする観察対象範囲を所定の範囲Ｒとして、その所定の
範囲Ｒをカバーするように設定されている。
【００１２】
　また、この所定の範囲Ｒ内に、カプセル内視鏡２が存在するか否かを検出する検出セン
サとして、複数の磁気センサ２７ａ～２７ｈが設けられている。図２の例では、ベッド５
の両側に配置された送電コイル２３，２３それぞれの４隅に磁気センサ２７ａ～２７ｈを
設けた例で示している（図２では、符号を２７ａ，２７ｂ，２７ｈのみ示している）。　
　これら複数の磁気センサ２７ａ～２７ｈにより検出された信号は、（複数の信号線から
なる）信号ケーブル２８を介して給電装置本体２５のセンサ信号入力端から給電装置本体
２５内部の回路に入力される。
【００１３】
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　この回路は、複数の磁気センサ２７ａ～２７ｈにより検出された信号から、カプセル内
視鏡２内部に設けられた磁石１９により発生する略静磁界からその位置を検出する。さら
に、検出された位置が所定の範囲Ｒ内に存在するか否かの判定を行い、その判定結果で駆
動回路２２の給電動作を制御する。　
　なお、カプセル内視鏡２は、体空内で蠕動運動により移動するので磁石１９も移動する
が、その移動は、交流磁界による時間的変化に比較すると、時間変化の遅い磁界と見なす
ことができる。　
　上記給電装置本体２５内部の回路は、検出された磁石１９の位置が所定の範囲Ｒ内に存
在する場合には、駆動回路２２による給電動作を許可し、検出された磁石１９の位置が所
定の範囲Ｒ内に存在しない場合には、駆動回路２２による給電動作を禁止、又は停止する
。
【００１４】
　図４は、図２における矢印Ａ方向から見た場合の所定の範囲Ｒを示す。なお、図４にお
いては、患者６が横向きに体位を変形した状態を２点鎖線で示している。　
　給電装置本体２５の定格以内となる通常の条件下の交流駆動電力を送電コイル２３、２
３に供給した場合には、図１及び図４に示すように対向する送電コイル２３，２３間の４
隅を結ぶ略直方体の領域に十分な磁界強度の交流磁界を発生させることができる。　
　従って、この直方体の領域を所定の範囲Ｒとして、この所定の範囲Ｒ内にカプセル内視
鏡２が存在すると、その内部の受電コイル１３に給電することが可能な状態、つまり給電
可能となる。　
　また、図１に示すように受信装置４は、送信コイル１６から例えば電波（電磁波）で送
信される送信信号を受信信号として受信する受信コイル（受信アンテナ）３１と、この受
信コイル３１が受信した受信信号に対して増幅及び復調の信号処理を行い、撮像信号に対
応する映像信号を生成する受信回路３２と、デジタルの映像信号を記憶する記憶部３３と
、映像信号を表示する例えば液晶モニタ（ＬＣＤと略記）３４とを有する。
【００１５】
　また、受信装置４は、電源３５を有し、この電源３５により生成された直流電力は、受
信回路３２と、記憶部３３と、ＬＣＤ３４に供給される。　
　なお、図示しない選択スイッチにより、ＬＣＤ３４の表示のＯＮ／ＯＦＦ等を選択する
こともできる。　
　この受信装置４は、図２においては例えばベッド５の底面側に配置される。或いは受信
装置４を給電装置３と一体的に配置しても良い。　
　なお、図１（後述する図６等のブロック図でも同様）において、電源２１，電源３５及
び電力生成回路１４により生成された直流電力を供給して動作させる給電線を細い線で示
し、その他の信号線を太い線で示している。　
　このような構成の無線給電システム１の動作を図５のフローチャートを参照して説明す
る。　
　術者は、給電装置３の電源と受信装置４の電源とを投入する。すると、図５のステップ
Ｓ１に示すように位置検出部２４は、位置検出の動作を開始する。
【００１６】
　そして、ステップＳ２に示すように位置検出部２４は、複数の磁気センサ２７ａ～２７
ｈにより検出信号を取り込み、カプセル内視鏡２に内蔵された磁石１９により生成される
磁界から、そのカプセル内視鏡２（の磁石１９）の位置を検出する。　
　次のステップＳ３に示すように位置検出部２４は、検出したカプセル内視鏡２の位置が
、所定の範囲Ｒ内に存在するか否かの判定を行う。　
　カプセル内視鏡２の位置が、所定の範囲Ｒ内に存在すると判定した場合には、次のステ
ップＳ４に進み、所定の範囲Ｒ内に存在しないと判定した場合には、ステップＳ１０に移
る。　
　ステップＳ４において位置検出部２４は、駆動回路２２に動作許可信号を送信する。駆
動回路２２は、動作許可信号を受け取ると、ステップＳ５に示すように駆動回路２２は、
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電源２１からの直流電力を受けて、交流駆動電力を送電コイル２３，２３に供給し、送電
コイル２３，２３は、交流磁界を発生する。
【００１７】
　ステップＳ６に示すようにカプセル内視鏡２内の受電コイル１３の両端に発生した交流
電圧は、電力生成回路１４を構成する整流回路又は検波回路により整流（検波）されて直
流電圧に変換され、蓄電用のコンデンサ等に直流電力として蓄えられる。つまり、直流電
力が生成される。　
　ステップＳ７に示すようにこの直流電力（電源）は、カプセル内視鏡２内の各部、例え
ば撮像部１２等の動作電源として供給される。　
　そして、ステップＳ８に示すようにカプセル内視鏡２は、撮像部１２により体腔内を撮
像し、撮像された撮像信号は、送信回路１５により信号処理されて送信信号に変換される
。送信信号は、送信コイル１６から体外に電波により送信される。つまり、カプセル内視
鏡２は、体内観察装置としての機能、具体的には撮像動作等を行う。
【００１８】
　体外の受信装置４は、送信信号を受信して、撮像部１２により撮像された映像をＬＣＤ
３４により表示したり、記憶部３３に記憶する。　
　そして、ステップＳ９において位置検出部２４は、図示しないタイマにより一定時間が
経過したか否かをモニタし、一定時間が経過していない場合には、ステップＳ４の処理に
戻る。一方、一定時間が経過すると、ステップＳ１の処理に戻り、上述した動作を繰り返
す。　
　また、ステップＳ３において、位置検出部２４によりカプセル内視鏡２が、所定の範囲
Ｒ内に存在しないと判定した場合には、ステップＳ１０に示すように位置検出部２４は、
駆動回路２２に動作禁止信号を送信する。
【００１９】
　そして、ステップＳ１１に示すように駆動回路２２は、この動作禁止信号によって、駆
動回路２２が送電コイル２３，２３に交流駆動電力を供給する動作が禁止される。つまり
、駆動回路２２は、送電コイル２３，２３に交流駆動電力を供給しない。　
　この場合、駆動回路２２が一旦、動作許可信号が供給された後に、ループ動作により動
作禁止信号が入力されると、送電コイル２３，２３に交流駆動電力を供給した状態から供
給停止の状態となる。　
　ステップＳ１１の処理の後、例えばステップＳ１に戻る。なお、ステップＳ１１の処理
の後、適宜の時間が経過した後に、ステップＳ１に戻るようにしても良い。　
　このように動作する本実施形態によれば、カプセル内視鏡２の位置が、定格以内の所定
の電力以下の条件下で送電コイル２３により十分な電力の供給を受けることができる所定
の範囲Ｒ内に存在しない場合には、カプセル内視鏡２の受電コイル１３に電力供給のため
に、送電コイル２３に交流駆動電力を供給する動作を禁止する。
【００２０】
　従って、このようにカプセル内視鏡２の位置が、所定の範囲Ｒ内に無い場合には、送電
コイル２３に交流駆動電力を供給する動作を行わないので、交流駆動電力又はその交流駆
動電力を生成する電力（エネルギ）が無駄に使用されることを防止できる。　
　また、送電コイル２３に異常な電流を流すことを抑制でき、送電コイル２３に高電圧が
発生することを抑制したり、周囲に大きなノイズを放射することを防止できる。　
　なお、上述した本実施形態においては、１対のヘルムホルツコイルを形成して交流磁界
を発生しているが、これに限定されるものでなく、一つ以上、何組のコイルを用いても良
いことは言うまでもない（つまり、適宜に変更可能である）。
【００２１】
　図６は、変形例の無線給電システム１Ｂの構成を示す。　
　上述した第１の実施形態においては、位置検出部２４は位置検出によりカプセル内視鏡
２が所定の範囲Ｒ内に存在するか否かの判定結果に応じて、動作許可信号を駆動回路２２
に送るようにしていた。
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【００２２】
　これに対して、本変形例においては、図１の給電装置３において、駆動回路２２と送電
コイル２３との間に両者の開閉を行う開閉装置４１を設け、位置検出部２４の検出及び判
定結果の信号で開閉装置４１を構成するＯＮ／ＯＦＦスイッチをＯＮ／ＯＦＦ制御する。
その他の構成は、第１の実施形態と同様である。　
　本変形例においては、位置検出部２４は位置検出によりカプセル内視鏡２が所定の範囲
Ｒ内に存在するか否かの判定結果に応じて、動作許可信号／動作禁止信号の代わりにＯＮ
／ＯＦＦスイッチをＯＮ／ＯＦＦするスイッチ制御信号を出力する。　
　具体的には、カプセル内視鏡２が所定の範囲Ｒ内に存在する判定結果の場合には、開閉
装置４１のＯＮ／ＯＦＦスイッチをＯＮに、カプセル内視鏡２が所定の範囲Ｒ内に存在し
ない判定結果の場合には、ＯＮ／ＯＦＦスイッチをＯＦＦにするスイッチ制御信号を出力
する。
【００２３】
　本変形例は、上述した第１の実施形態の効果とほぼ同様の効果を実現する。　
　なお、位置検出部２４は、給電動作の開始時及び給電動作中に、体内観察装置としての
カプセル内視鏡２の位置を検出するが、術者等の使用者が位置検出の動作を行う期間を設
定し、設定されたその期間に位置を検出するようにしても良い。
【００２４】
（第２の実施形態）
　図７は本発明の第２の実施形態における無線給電システム１Ｃの構成を示す。この無線
給電システム１Ｃは、図１の無線給電システム１における給電装置３に、さらに送電コイ
ル２３により発生した磁界を制御する機能を備えた給電装置３Ｃを用いるようにしている
。　
　この給電装置３Ｃは、電源２１と、この電源２１から供給される直流電力により交流駆
動電力（交流電流）を発生する駆動回路２２と、この駆動回路２２から供給される交流電
流が流れることにより、交流磁界を発生する送電コイル２３と、体内観察装置としてのカ
プセル内視鏡２の位置を検出するための体内観察装置位置検出部としての位置検出部２４
とを有する。
【００２５】
　駆動回路２２は、その内部に発振回路と、発振回路の発振周波数を調整する発振周波数
調整回路と、発振回路により発振された信号を増幅する増幅回路と、この増幅された信号
を電力増幅して送電コイル２３を駆動する駆動信号を交流駆動電力として（送電コイル２
３に）供給するドライバとを備え、任意の周波数、振幅の駆動信号により送電コイル２３
を駆動する。　
　送電コイル２３は、入力される駆動信号の交流駆動電力値に応じて体内観察装置として
のカプセル内視鏡２に向けての交流磁界を発生する。　
　なお、上記位置検出部２４は、カプセル内視鏡２の位置を検出する位置検出回路５１と
この位置検出回路５１の検出結果により、検出されたカプセル内視鏡２の位置が所定の範
囲Ｒ内に存在するか否かの判定と、その判定結果により駆動回路２２を制御する判定・制
御回路５２とから構成される。
【００２６】
　この場合の位置検出回路５１は、図２の例における磁気センサ２７ａ～２７ｈと、その
磁気センサ２７ａ～２７ｈのサンサ出力信号によりカプセル内視鏡２の磁石１９の位置を
検出（算出）する部分の回路に相当する。　
　本実施形態においては、この給電装置３Ｃは、さらに送電コイル２３により発生される
交流磁界の値を常時測定する磁界測定部５３と、この磁界測定部５３によって測定された
交流磁界の値と予め設定された一定値とを比較する演算を行う演算回路（又は比較回路）
５４とを有し、この演算回路５４の演算結果は、判定・制御回路５２に出力される。　
　この判定・制御回路５２は、演算回路５４の演算結果に応じて駆動回路２２の動作を、
給電停止を含む制御を行う。なお、演算回路５４による機能を、判定・制御回路５２（の
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判定回路部分）が行うようにしても良い。　
　なお、磁界測定部５３は、交流磁界を常時測定しても良いし、適宜の周期で交流磁界を
測定するようにしても良い。
【００２７】
　また、判定・制御回路５２には、告知を行う告知装置５５が接続されており、判定・制
御回路５２は、例えば正常な給電動作を行えない状態の場合に、この告知装置５５により
、術者等にその旨を告知する。　
　また、本実施形態においては、カプセル内視鏡２は、動作状態になると、電力生成回路
１４による電力生成の状態をモニタし、電力生成回路１４による電力生成の状態が、体内
観察装置としてのカプセル内視鏡２の動作に必要な所定の電力量以上の状態であるか否か
をモニタするモニタ手段を有する。例えば、電力生成回路１４は、この電力生成回路１４
内部の蓄電手段を構成するコンデンサの両端の直流電圧をモニタする電圧モニタ回路１４
ａを有する。　
　この電圧モニタ回路１４ａは、モニタした直流電圧を所定の電圧と比較して、所定の電
圧以下になった場合には、給電される電力が不足する状態であると判定し、例えば電力不
足を表すフラグ信号を送信回路１５に送る。
【００２８】
　なお、電圧モニタ回路１４ａは、蓄電手段を構成するコンデンサの直流電圧をモニタす
る代わりに、受電コイル１３により受電し、整流（又は検波）した直流電圧（のレベル）
をモニタして、その直流電圧を所定の電圧と比較して、体内観察装置としてのカプセル内
視鏡２の動作に必要な所定の電力量以上であらか否かフラグ信号を発生するようにしても
良い。　
　この場合には、受電状態又は給電状態（換言すると直流電力生成状態）が適正であるか
不足状態になったかを時間的な遅れをより短くしてフラグ信号を生成することができる。
なお、電圧モニタ回路１４ａが、これら両方の電圧をモニタするようにしても良い。　
　送信回路１５は、給電される電力が不足するフラグ信号を、例えば所定の２値パターン
に変調して、撮像部１２により撮像された信号と共に、送信コイル１６から送信する。
【００２９】
　また、受信装置４は、送信される信号を受信コイル３１により受信し、受信回路３２に
より復調する。そして、受信回路３２は、復調した信号中に、上記フラグ信号のコードパ
ターンが含まれるか否かを、図示しないメモリなどに予め格納されたコードパターンと比
較することにより識別する。そして、そのフラグ信号を識別した場合には、受信回路３２
は、識別したフラグ信号又は、これに対応する情報を給電装置３Ｃの判定・制御回路５２
に送信する。　
　判定・制御回路５２は、受信回路３２から入力されるフラグ信号等を、発生する交流磁
界を増大する指令信号と解釈し、駆動回路２２の交流駆動電力を増大させるように制御す
る。換言すると、判定・制御回路５２は、給電するための電力の大きさを制御する。
【００３０】
　また、判定・制御回路５２には、演算回路５４から、磁界測定部５３により測定された
送電コイル２３による交流磁界の値（強度値）が予め設定された一定値と比較した演算結
果が入力される。　
　そして、フラグ信号が入力された状態において、交流磁界の値が一定値未満の場合には
、判定・制御回路５２は、駆動回路２２の動作を制御して、発生する交流磁界を増大させ
るように制御する。これに対して、交流磁界の値が一定値以上の場合には、判定・制御回
路５２は、駆動回路２２の動作を停止して、交流磁界の発生を停止させる。つまり判定・
制御回路５２による制御手段は、給電動作を停止させる。　
　また、判定・制御回路５２は、給電動作を停止した場合には、その給電動作を停止した
事を告知装置５５により、術者等に告知する。　
　このように、体内観察装置としてのカプセル内視鏡２への電力供給が低下したような場
合には、判定・制御回路５２は、予め設定された一定値未満での範囲内において、交流磁
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界を増大させるように制御する。
【００３１】
　しかし、このように交流磁界を増大するように制御した場合、交流磁界の値が一定値に
達した状態においても、カプセル内視鏡２への電力供給の低下が解消できないような状態
の場合には、判定・制御回路５２は、給電装置３Ｃに対して交流磁界を増大させる指令信
号が入力された状態であっても、給電動作を停止させて、無駄に電力消費することを抑制
すると共に、正常な給電動作を行えない状態である事を告知装置５５により告知する。　
　その他の構成は、例えば第１の実施形態と同様である。　
　このように本実施形態においては、第１の実施形態の構成の他に、さらに交流磁界の値
を測定する測定手段を有し、判定・制御回路５２による制御手段は、前記交流磁界の値が
一定値未満の範囲において交流磁界の値を制御する。
【００３２】
　そして、交流磁界の値が一定値以上に達した場合には、給電装置３Ｃによる交流磁界の
発生の停止、つまり無線による給電動作を停止する。　
　このような構成による本実施形態の動作を図８を参照して説明する。　
　本実施形態は、図５の動作において、さらに送電コイル２３を用いた交流磁界による給
電動作の制御機能が追加された動作となる。　
　本実施形態における動作は、図５におけるステップＳ１～Ｓ５までは同じであると共に
、ステップＳ３からステップＳ１０、Ｓ１１の動作も同じであるため、ステップＳ４以降
の一部のみを示す。　
　電源が投入されて、ステップＳ１からステップＳ２、Ｓ３の処理が行われ、ステップＳ
３において検出されたカプセル内視鏡２の位置が所定の範囲Ｒ内に存在しないと、図５で
説明したようにステップＳ１０，Ｓ１１を経てステップＳ１に戻る。
【００３３】
　一方、所定の範囲Ｒ内に存在すると判定された場合には、ステップＳ４に進み、位置検
出部２４を構成する判定・制御回路５２は動作許可信号を駆動回路２２に送信する。そし
て、駆動回路２２により送電コイル２３に交流駆動電力が供給され、送電コイル２３は交
流磁界を発生する。　
　なお、この場合（駆動回路２２の動作開始時）、駆動回路２２により送電コイル２３に
供給される交流駆動電力は、少なくともこの給電装置３Ｃにおける定格以内の値に設定さ
れている。　
　本実施形態においては、例えばステップＳ５の次のステップＳ２１に示すように送電コ
イル２３により発生される交流磁界の値は、磁界測定部５３により測定される。磁界測定
部５３により測定された交流磁界の値は演算回路５４に送られ、演算回路５４は、測定さ
れた交流磁界の値が一定値以内か否かの演算結果を判定・制御回路５２に出力する。　
　この場合の交流磁界の値は、定格以内の交流電力に対応する磁界強度であるため、一定
値以内となる。
【００３４】
　通常の条件下ではカプセル内視鏡２の受電コイル１３には給電に必要な十分な交流磁界
となる。そしてステップＳ６に示すように受電コイル１３に誘起した交流電力は、電力生
成回路１４により直流電力が生成される。　
　次のステップＳ７に示すようにこの直流電力は、カプセル内視鏡２内の各部に供給され
る。そして、ステップＳ８に示すように撮像部１２による撮像動作等を行う。　
　また、ステップＳ２２に示すように電力生成回路１４内の電圧モニタ回路１４ａは、蓄
電手段の直流電圧をモニタ（検出）する。　
　ステップＳ２３に示すように電圧モニタ回路１４ａは、モニタした直流電圧を所定の電
圧と比較し、所定電圧以上か否かを判定する。所定の電圧以上であればステップＳ９に進
む。通常の状態では、所定の電圧以上となり、ステップＳ９において一定時間の経過が判
断される。　
　このステップＳ９において一定時間が経過していないと、ステップＳ４に戻り、一定時
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間が経過していると、最初のステップＳ１に戻る。
【００３５】
　そして、ステップＳ１又はステップＳ４から上述した処理動作を繰り返す。　
　このような動作において、通常の動作状態においては電力生成回路１４の蓄電手段は、
所定の電圧以上の直流電圧の状態を維持する。しかし、蓄電手段に、所定の電圧以上の直
流電圧が生成されない場合も起こりえる可能性がある。　
　所定の電圧以上の直流電圧が生成されない場合が発生すると、ステップＳ２３によりそ
の状態が判定される。そして、ステップＳ２４において送信回路１５は、フラグ信号を送
信コイル１６を介して送信する。このフラグ信号は受信装置４で受信され、受信回路３２
は、復調したフラグ信号を給電装置３Ｃの判定・制御回路５２に送る。　
　そして、ステップＳ２５に示すように判定・制御回路５２は、フラグ信号を交流磁界を
増大する指令信号と解釈し、駆動回路２２の交流駆動電力を所定量だけ増大させ、発生す
る交流磁界の強度を増大（大きく）するように制御する。
【００３６】
　この場合の所定量は、例えば交流駆動電力の定格値から初期状態の交流駆動電力値を減
算した差分値を複数に等分割した値である。　
　このように増大された交流磁界は、磁界測定部５３により測定され、さらに演算回路５
４によりその交流磁界の値が一定値以上か否かの判定が行われる。初期状態から所定量だ
け増大した場合には、その値は、一定値未満となる。その値が一定値未満の場合には、ス
テップＳ２２に戻る。この場合には、電圧モニタ回路１４ａは、増大された交流磁界のも
とで生成された直流電圧をモニタすることになる。　
　このようにして、所定の電圧が得られない場合には、交流駆動電力を所定量づつ増大し
て、その場合の直流電圧をモニタする。そして、生成される直流電圧がカプセル内視鏡２
の動作に不足しない状態が発生することを解消する制御を行う。
【００３７】
　一方、交流駆動電力を所定量づつ増大しても、所定の電圧以上が得られない状態におい
て、ステップＳ２６の判定処理により交流磁界の値が一定値以上となってしまう場合には
、ステップＳ２７に示すように判定・制御回路５２は、駆動回路２２の動作を停止する。
　つまり、判定・制御回路５２は、駆動回路２２が交流駆動電力を送電コイル２３に供給
する動作を停止させる。つまり、判定・制御回路５２は、交流磁界の発生を停止させる。
　また、ステップＳ２８に示すように判定・制御回路５２は、交流磁界の発生を停止した
旨を告知装置５５により告知する。そして、図８の処理を終了する。　
　これにより、何らかの理由によって体内観察装置としてのカプセル内視鏡２への電力伝
達効率等が著しく低下し、給電装置３Ｃに対して、通常の使用条件を逸脱するような電力
要求がされても、給電装置３Ｃの動作を停止して、その逸脱した状態を告知すると共に、
無駄な電力消費を抑えることが可能となる。
【００３８】
　従って、本実施形態によれば、第１の実施形態の効果の他に、何らかの理由により体内
観察装置に対して電力の伝達効率等が著しく低下しても、給電装置が無駄な電力を発生す
ることを防止できる。　
　従って、何らかの理由により体内観察装置に対して電力の伝達効率等が著しく低下して
も、給電装置が無駄な電力を発生することを防止できる無線給電システムを提供すること
が可能となる。　
　また、給電装置を停止することによって、無線給電システムになんらかの異常が発生し
たことを告知することが可能となる。
【００３９】
　なお、上述の説明においては、磁界測定部５３により交流磁界を測定していたが、以下
に説明するように送電コイル２３に流れる交流電流の値（大きさ）を測定し、その値に応
じて制御する構成にしても良い。
【００４０】
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　図９は、第２の実施形態における給電装置３Ｃの変形例の給電装置３Ｄを示す。本変形
例は、図７の給電装置３Ｃにおいて磁界測定部５３と演算回路５４とを有しない構成にし
ている。
【００４１】
　また、本変形例においては、駆動回路２２から送電コイル２３に供給される交流駆動電
力における交流電流値を電流センサ６１により検出し、この電流センサ６１により検出し
たセンサ信号を判定・制御回路５２に入力する構成にしている。　
　そして、第２の実施形態における磁界測定部５３による磁界測定結果の代わりに、この
電流センサ６１により検出される送電コイル２３に流れる交流電流値に基づいて判定・制
御回路５２は、駆動回路２２による給電動作を制御する。　
　判定・制御回路５２における判定回路部分は、電流センサ６１により検出されたセンサ
信号による交流電流値が、予め設定された（少なくとも定格以内の）一定値以下か否かの
判定を行う。
【００４２】
　そして、検出されたセンサ信号による交流電流値が、一定値以上となった場合には、第
２の実施形態と同様に判定・制御回路５２における制御回路部分は、交流磁界の発生を停
止させ、告知を行う制御を行う。　
　一方、検出されたセンサ信号による交流電流値が、一定値未満の状態の場合には第２の
実施形態と同様にフラグ信号が入力されると、交流磁界の強度を増大させる制御を行う。
　その他の構成は、第２の実施形態と同様である。　
　本変形例の動作は、例えば図８を参照して説明すると、図８におけるステップＳ２１と
、ステップＳ２６の処理部分が異なる。具体的には、本変形例においては、図８における
ステップＳ２１の交流磁界の測定を行わない動作となる。
【００４３】
　また、図８のステップＳ２６における測定された交流磁界の値が一定値以上か否かを判
定する処理を行う代わりに、電流センサ６１により検出されたセンサ信号による交流電流
値が一定値以上か否かの判定を行う処理に置き換えた動作となる。　
　本変形例は、第２の実施形態とほぼ同様の効果を有する。　
　なお、上述したように交流磁界の代わりに、送電コイル２３により高周波の交流磁界と
も言える電波（電磁波）を発生するようにしても良い。　
　また、例えば第２の実施形態において、体内観察装置としてのカプセル内視鏡２が所定
の範囲Ｒ内に存在することを検出した場合、判定・制御回路５２は、フラグ信号が送信さ
れない場合においても、交流磁界が一定値未満の条件下で交流磁界の大きさを制御するこ
とにより、カプセル内視鏡２に供給する電力の大きさを制御するようにしても良い。
【００４４】
　なお、本変形例のさらに変形例として、位置検出回路５１を構成する磁気センサ２７ａ
～２７ｈを時分割で使用するようにしても良い。　
　具体的には、磁気センサ２７ａ～２７ｈを、カプセル内視鏡２の（磁石１９）位置検出
に利用すると共に、送電コイル２３により生成される交流磁界の検出に、時分割で利用す
るようにしても良い。
【００４５】
　なお、上述した実施形態等においては、磁石１９と磁気センサ２７ａ～２７ｈにより体
内観察装置としてのカプセル内視鏡２の位置を検出する位置検出手段を形成していたが、
本発明はこの場合に限定されるものでなく、他の公知の位置検出手段を用いることができ
る。　
　例えば、特開２００８－１１９２５３号公報や、特開２００８－７９９１３号公報に開
示されている位置検出手段を利用しても良い。以下のような位置検出手段でも良い。　
　例えば体外から給電可能な所定の範囲Ｒに向けて磁界を発生させる磁界発生装置（たと
えば高周波磁界発生コイルシステム）を設置する。そして、この磁界発生装置の反対側に
磁界検知センサ（複数であると、より検出精度が向上する）により磁界を検知し、体内観
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範囲内に存在するか否かを判断するようにしても良い。
【００４６】
　又は、体外から、給電するための信号としての給電を、給電可能な所定の範囲Ｒ内の体
内観察装置に向けて送信する。体内観察装置は、給電信号を受信したら、受信した旨のみ
体外の給電装置に通信する。そして、給電装置は、この体内観察装置からの給電信号を受
信した旨の信号を受信した場合にのみ、その体内観察装置が所定の範囲内に存在すると判
定するようにしても良い。　
　また、体内観察装置の位置を検出する位置検出手段の他に、その向き（長手方向の方向
）などを検出するようにしても良い。　
　なお、上述した実施形態等を部分的に組み合わせて構成される実施形態等も本発明に属
する。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　体内に導入される無電源の体内観察装置に対して、無線で動作させる電力を供給する。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】図１は本発明の第１の実施形態の無線給電システムの全体構成を示すブロック図
。
【図２】図２は第１の実施形態の無線給電システムを備えた無線情報取得システムの構成
を使用例で示す斜視図。
【図３】図３は体内観察装置としてのカプセル内視鏡の構成を示す断面図。
【図４】図４は位置検出部による検出範囲を示す説明図。
【図５】図５は第１の実施形態による動作内容を示すフローチャート。
【図６】図６は第１の実施形態の変形例の無線給電システムの全体構成を示すブロック図
。
【図７】図７は本発明の第２の実施形態の無線給電システムの全体構成を示すブロック図
。
【図８】図８は第２の実施形態による動作内容を示すフローチャート。
【図９】図９は第２の実施形態の変形例における給電装置の構成を示すブロック図。
【符号の説明】
【００４９】
１…無線給電システム、２…カプセル内視鏡、３…給電装置、４…受信装置、５…ベッド
、６…患者、１１…ＣＣＤ、１２…撮像部、１３…受電コイル、１４…電力生成回路、１
４ａ…電圧モニタ回路、１５…送信回路、１６…送信コイル、１９…磁石、２１…電源、
２２…駆動回路、２３…送電コイル、２５…給電装置本体、２７ａ～２７ｈ…磁気センサ
、３１…受信コイル、３２…受信回路、３３…記憶部、３４…ＬＣＤ、５１…位置検出回
路、５２…判定・制御回路、５３…磁界検出部、５４…演算回路、５５…告知装置、６１
…電流センサ
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